
ご存知ですか！ 

 
御社の信用力で資金を調達し、外国法人へ出資や貸付けをすることができます。 
   

 特徴は 

◇ 出資金（外国法人に対する出資割合が10％以上となる必要があります） 
 

◇ 貸付金（出資割合が10％以上ある外国法人や永続的な関係（※）がある外国法人が 

   対象です） 
 

◇ 外国における支店・工場等の設置または拡張に要する資金 

 

◇ 海外現地法人または海外工場における従業員教育費用に充てる資金 

 

◇ 海外展開の実施に必要な調査費用に充てる資金 

 

  ※永続的な関係･･･役員の派遣、長期にわたる原材料の供給または製品の売買、重要な製造技術の提供 

対象資金の概要 

海外直接投資の事業のために必要とする資金について行う保証です。 

海外投資関係保証とは 



《 保証概要 》 

 

事項 

内容 

対象者 次の①～②のいずれにも該当する中小企業者 

①千葉県内に本店または事業所を有する方 

②海外直接投資の事業を展開されている方または今回される方 

保証限度額 2億円以内（無担保保険利用の場合は8,000万円以内） 
※経営革新関連特例による場合は3億円以内。 

※異分野連携信事業開拓関連特例、海外地域産業資源活用事業関連特例、農商工等連 

 携事業関連保証による場合は、4億円以内となる。 

 （※いずれも一般分及びその他特例分を含む） 

責任共有 責任共有制度の対象 

保証期間 運転10年以内（据置12ヶ月を含む） 

設備15年以内（据置12ヵ月を含む） 

保証料率 年0.98％（海外投資関係保険を利用した場合） 

ただし、特別小口保険に係る保証は、年1.00％、 

無担保保険に係る保証は、年0.45％～1.90％の9区分 

連帯保証人 原則として代表者のみ 

資金使途 おもて面参照 返済方法 均等分割弁済 

融資利率 金融機関所定利率 担保 原則不要 

必要書類 協会所定の申込書類に加え以下の書類の提出が必要となります。 

①海外直接投資に関する計画書（資金使途により様式は異なります） 

〈 お問い合わせ先 〉 
 

千葉県信用保証協会   本店 保証課 ℡０４３－２２１－８１１１ 

                支店 保証課 ℡０４７－３６５－６０１０ 

                 ホームページ  http://www.chiba-cgc.or.jp/ 

※海外投資関係保証にかかる保険枠は、一般関係の特別小口保険・無担保保険、別枠の海外投資関係保険 
 の順に成立します。 
 お客様の保証利用状況によって、ご利用いただける保険枠は異なりますので、詳しくはお問い合わせ 
  ください。 
※お客様の海外展開の全体像および具体的な計画（資金計画を含む）に基づいて当協会へご相談ください。 
※事前相談をお受けしていますので、ご活用ください。 
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